
児童虐待防止対策の抜本的強化について（抜粋）
（平成31年3月19日 児童虐待対策に関する関係閣僚会議決定）

３ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応

（６）ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化等

② 婦人相談所・一時保護所の体制強化

・婦人相談所において、ＤＶ被害者に同伴する子どもの支援の充実を図るため、児童相談所、教育機関、福祉部門

及び要保護児童対策地域協議会等の関係機関と連携するコーディネーターを配置する。

・一時保護を必要とするＤＶ被害者と同伴する子どもを適切な環境において保護できるようにするため、心理的ケ

アや個別対応を含めた体制整備を促進する。

・一時保護した子どもが適切に教育を受けられる体制整備を進めるとともに、委託一時保護された子どもが安心・

安全に通学するために必要な支援を行う。

③ 婦人相談員の配置の促進

・婦人相談員が設置されていない市において、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化に資するよう、婦人相談員の

配置について検討するよう要請する。

④ 婦人保護施設の機能の充実

・婦人保護施設に入所した子どもが適切に教育を受けられる体制整備を進めるとともに、安心・安全に通学できる

よう、必要な支援を行う。

・中長期的な保護を必要とするＤＶ被害者と同伴する子どもを適切な環境において保護できるようにするため、心

理的ケアや個別対応を含めた体制整備を促進する。

第７回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会
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